
豊かできれいな漁場をとりもどしませんか？
～輪番休漁を活用した取組への助成が、

より受けやすくなりました！～

さらに！

そういえば、海岸へ漂着するゴミもたくさん
あるし、なんとかならないかしら。

支援の内容は・・・

漁業者の皆様へ

５人以上の漁業者でグループを作って、輪番
休漁中に活動すると支援が受けられます！

干潟の整備

海岸清掃

植樹の活動

海底清掃

種苗放流藻場の整備

支援を受けられる活動の例

アマモ等の植付け、海底耕うん、、漂着ゴミの回収・処理、稚魚の放流など

漁業者以外の方が
５人以上参加する
場合、これらの参
加者も支援を受け
られます。

［資源回復・漁場生産力強化事業］

最近、藻場や干潟は減ってきている
みたいだな。どうしたらいいかな？

藻場や干潟の整備、海岸の清掃
などの取り組みを支援します。

経済危機対策

漁-水-６４



○お問い合わせは、お近くの漁協・漁連へ

・水産庁漁場資源課 （ TEL 03-6744-2382、FAX 03-3502-1682 ）

○ 労 賃：１人１日当たり１２，４００円
（半日６，２００円）

○ 船舶借料：１日１隻当たり２１，０００円～９２，５００円
（船舶のトン数に応じて変わります。）

○ その他の活動経費：実費の２分の１
（船舶の燃料代、アマモの苗代、ゴミ運搬等のトラック
レンタル料、植林の苗代、稚魚の購入代 等）

次のような助成が受けられます。

事業の進め方は？

最
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ま
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平成21年４月３０日現在
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